
葛飾区地域力向上事業費助成金交付要綱 
令和６年３月５日 
５葛地地第 610 号 
区 長 決 裁 

 
（目的） 

第１条 この要綱は、葛飾区内の各地区自治町会連合会に属する自治町会（以下「自治町会」

という。）が「役員の高齢化・担い手不足」、「加入率の低下」、「活動への参加人数の低下」、

「情報発信・共有」等の地域活動における課題解決を目指して行う取組に要する経費の一

部を助成することにより、地域コミュニティの活性化及び地域力の向上を図ることを目的

とする。 

 

（助成対象事業） 

第２条 この要綱による助成金（以下「助成金」という。）の対象となる事業（以下「助成

対象事業」という。）は、自治町会が、「役員の高齢化・担い手不足」、「加入率の低下」、

「活動への参加人数の低下」、「情報発信・共有」等の地域活動における課題解決を目指し

て行う取組のうち、別表第１に掲げる取組のいずれかとする。 

 

（助成対象経費） 

第３条 助成金の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、別表第２に掲げる

経費とする。 

２ 別表第２物品購入費の項に定める寄附金又はイベント実施に係る物品、場所、助力等の

提供者に対する返礼品の購入に要する費用を助成対象経費とする場合は、１事業につき10

万円を助成対象経費の上限額とする。 

３ 別表第２物品購入費の項に定める模擬店販売分のアルコール類の購入に要する費用を

助成対象経費とする場合は、模擬店販売収入相当額を助成対象経費の上限とする。 

４ 別表第２委託料の項に定める所有物品の修理に要する費用を助成対象経費とする場合

は、修理の対象を当該助成対象事業で使用する自治町会の所有物品に限り、助成対象事業

に係る経費の総額の１／２相当額を助成対象経費の上限とする。ただし、デジタル化の取

組については、この限りでない。 

 

（助成金の額） 

第４条 助成金の額は、別表第３のとおりとする。 

２ 助成金は、原則、確定払とする。ただし、区長が必要と認めるときは、概算払により交

付することができる。 

 

（助成対象事業の完了時期） 

第５条 助成対象事業は、第７条第１項の規定により交付決定を受けた年度内に終了しなけ



ればならない。 

 

（助成金の交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとするものは、助成対象事業実施前の区長が指定する日ま

でに区長に対し、葛飾区地域力向上事業費助成金交付申請書（第１号様式）に、次に掲げ

る書類を添えて申請しなければならない。 

（１）葛飾区地域力向上事業費助成事業計画書（第１号様式補助①） 

（２）葛飾区地域力向上事業費助成事業予算書（第１号様式補助②） 

（３）その他区長が必要と認める書類 

 

（交付の決定及び通知） 

第７条 区長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、予算の範囲内にお

いて助成金の交付の承認及び交付をすべき助成金の額の決定又は助成金の交付の不承認

の決定をしなければならない。 

２ 区長は、助成金を交付することを適当と認めるときは葛飾区地域力向上事業費助成金交

付決定通知書（第２号様式）により、不適当と認めるときは葛飾区地域力向上事業費助成

金交付不承認決定通知書（第３号様式）により、速やかに前条の規定により申請をした者

に通知しなければならない。 

 

（助成金概算払分の請求） 

第８条 助成金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）のうち、申請時に

第４条ただし書の規定により助成金の概算払を希望し、前条第２項の規定による通知によ

り概算払の決定を併せて受けた者は、同項の規定による通知の受領後、速やかに葛飾区地

域力向上事業費助成金概算払請求書（第４号様式）を区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付しなければならない。 

 

（助成事業の変更申請） 

第９条 交付決定者は、第７条の規定により助成金の交付の決定を受けた事業（以下「助成

事業」という。）について、助成事業の内容を変更しようとするとき又は助成事業を中止

若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ葛飾区地域力向上事業費助成事業変更・中

止承認申請書（第５号様式）により区長に申請し、その承認を受けなければならない。 

 

（助成事業の変更申請の承認及び通知） 

第 10 条 区長は、前条の規定による変更申請があったときは、これを審査し、適当と認め

るときは葛飾区地域力向上事業費助成事業変更・中止承認通知書（第６号様式）により、

不適当と認めるときは葛飾区地域力向上事業費助成事業変更・中止不承認通知書（第７号

様式）により速やかに当該変更申請した者に通知しなければならない。 

 



（事故報告） 

第 11 条 交付決定者は、助成事業が予定の期間内に完了しないとき若しくは完了しないと

見込まれるとき又は助成事業の遂行が困難となったときは、速やかに区長に報告しなけれ

ばならない。 

２ 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその状況を調査し、適切な指

示を行わなければならない。 

 

（実績報告） 

第 12 条 交付決定者は、助成事業終了後１箇月以内又は区長の指定する日のうちいずれか

早い日までに、葛飾区地域力向上事業費助成実績報告書（第８号様式）に次に掲げる書類

を添えて区長に提出しなければならない。 

（１）葛飾区地域力向上事業費助成事業決算書（第８号様式補助①） 

（２）対象経費の支出に係る領収書・受領書 

（３）事業の実施内容及び参加者等の様子が分かる写真 

（４）その他区長が必要と認める書類 

２ 区長は、前項の規定による提出があったときは、これを審査し、必要があると認めると

きは、その報告に係る助成事業の成果が、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件

に適合するものであるかどうかを調査しなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、天候不順、自然災害その他の交付決定者の責めに帰さない

事由により助成事業を中止した交付決定者のうち、助成事業の準備に際し助成対象経費が

発生したものについては、交付決定者は第１項に規定する実績報告書に同項第１号、第２

号及び第４号に規定する書類を添付し、区長に提出しなければならない。 

 

（助成額の確定） 

第 13 条 区長は、前条第２項の規定による審査及び必要に応じて行う調査により、助成事

業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを判断

し、交付すべき助成金の額を確定し、葛飾区地域力向上事業費助成金交付確定通知書（第

９号様式）により交付決定者に通知するものとする。ただし、1,000 円未満の端数が生じ

たときは、これを切り捨てた額を助成金の額とする。 

２ 前項の規定により確定する助成金の額は、第７条第２項（第 10 条の規定により変更申

請が承認された交付決定者にあっては、同条）の規定により決定した助成金の額を上回る

ことができないものとする。 

 

（助成金の交付） 

第 14 条 前条第１項の規定により助成金交付確定通知を受けたものは、葛飾区地域力向上

事業費助成金請求書（第 10 号様式）を区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による提出があったときは、速やかに助成金を交付しなければなら

ない。 



（概算払の精算） 

第 15 条 前条の規定にかかわらず、第８条第２項の規定により概算払による助成金の交付

を受けた交付決定者が第 13 条第１項の規定による通知を受けたときは、当該交付決定者

は、速やかに助成金を精算しなければならない。この場合において、区長は、当該交付決

定者に対し同項の規定により確定した助成金の額を超える助成金が交付されているとき

は、期限を定めて、その返還を命じなければならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第 16 条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定

の全部又は一部を取り消すものとする。 

（１）偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

（２）助成金を他の用途に使用したとき。 

（３）実績報告書による助成対象の事業の成果、事業予算等が当初の計画と著しく異なると

き。 

（４）申請した事業について、他団体等からの助成金（物品支給の場合は、その相当額）を

受け、区の助成金と合計して総事業費を上回ったことが判明したとき。 

（５）前各号のほか、この要綱の規定、助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件

又は法令等に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかにその

内容を当該交付決定者に葛飾区地域力向上事業費助成金交付決定取消通知書（第 11 号様

式）により通知しなければならない。 

 

（助成金の返還） 

第 17 条 区長は、前条第１項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、

既に助成金が交付されているときは、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めてその返

還を交付決定者に命じなければならない。 

 

（その他） 

第 18 条 この要綱に定めのない事項については、葛飾区補助金等交付規則（昭和 40 年葛飾

区規則第 55 号）の定めるところによる。 

 

（委任） 

第 19 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、地域振興部

長が別に定める。 

 

 

 付則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 



付則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 付則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第２条関係） 

 取組名 取組の例 

１ 子育て世代や若年世代との関係

づくり 

子育て・若者世代を含む地域住民全体を対象と

したイベント、子ども会のイベントをサポー

ト、イベント実施の担い手として若年世代を勧

誘等 

２ 自治町会活動を知ってもらう取

組 

イベント開催時の自治町会活動ＰＲ、町会だよ

りの発行等 

３ 負担軽減の取組 事務局業務・会計事務・補助金申請事務の委託、

運営改善提案委託、テント・やぐら設営委託、

資源ごみ集団回収運搬委託、運搬用台車購入等 

４ 事務事業の標準化 会議・行事の運営マニュアルの作成等 

 

５ デジタル化の取組 ＜新たに行うデジタル技術を活用した事業（以

下「新規事業」という。）＞ 

オンライン会議機材の新規導入、ホームページ

の新規開設、SNS アプリの活用等 

 

＜自らの活動目的のために既に行っているデ

ジタル技術を活用した事業（以下「既存事業」

という。）＞ 

会議ツール又は、モバイルルーターの活用等 

 

別表第２（第３条関係） 

区分 内容 

謝礼 講師・出演団体等への謝礼金又は謝礼品 

※専門性の高い技能を提供した者への謝礼を対象とする。ただ

し、主催団体の構成員への謝礼及びイベント実施に係る物品、

場所、助力等の提供者への謝礼は除く。 

物品購入費 消耗品類・製作に必要な材料、デジタル機器（デジタル化の取

組に係るもの限る。）等の購入費等 

〔例〕事務用品類、資料用コピー用紙、プリンター用インク、

のぼり、参加賞（食料品を含む。）、抽選会等の景品（金券を含



む。）、イベント等の模擬店で調理して食品を提供する場合の食

材及び燃料、机・椅子等の備品（助成事業で使用するものに限

る。）、木材、看板、パネル、イベント当日の従事者弁当・飲料、

来賓用茶菓子、熱中症対策用飲料、寄附金又はイベント実施に

係る物品、場所、助力等の提供者に対する返礼品、デジタル機

器等購入費（デジタル化の取組に係るものに限る。）等 

※ただし、アルコール類（模擬店販売分を除く。）、食事代（イ

ベント当日の従事者弁当・飲料を除く。）、茶菓子代（来賓用茶

菓子を除く。）は除く。 

印刷費 印刷に係る経費 

〔例〕チラシ・ポスター等の印刷経費、コピー代、写真現像代

等 

役務費 サービスの利用料 

〔例〕郵送料（切手、ハガキ代を含む。）、資機材等運搬費、広

告掲載料、保険料（損害保険・イベント保険等）、道路使用許可

手数料、クリーニング代、振込手数料等 

※ただし、初穂料・玉串料等の宗教的内容を含む支払い及びガ

ソリン代、交通費、光熱水費（イベント用に限定できるものを

除く。）は除く。 

委託料 事業を効率的に実施するための委託費用 

〔例〕事務局業務や会計事務・補助金申請事務の委託、運営改

善提案委託、テント・やぐら設営委託、資源ごみ集団回収運搬

委託、イベント等の廃棄物処理委託、所有物品の修理費等 

※特定の業務について、個人又は法人に対し、対価を支払った

場合 

使用料・賃借料 会場使用料、会議室使用料、付帯設備使用料、駐車場使用料、

資機材・トラック等借上げ料、リース物品のリース料、ソフト

ウエアダウンロード料等 

※ただし、維持管理に係る経費（デジタル化の取組に係るもの

を除く。）は除く 

工事費 イベントで使用する設備・構造物のための工事費 

その他 区長が特に必要と認める経費 

 

別表第３（第４条関係） 

助成の対象となる取組 助成金の額 

・子育て世代や若年世代との関係づ

くり 

・自治町会活動を知ってもらう取組 

（１） 助成金の額は、15 万円を上限とし、助

成対象経費の２分の１の額と助成対象事業

に係る経費の総額から参加費等の収入の額



・負担軽減の取組 

・事務事業の標準化 

及び他団体等からの助成金の額（助成を受け

ることが予定されている場合を含む。）を控

除して得た額を比較して、いずれか低い方の

額とし、1,000 円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てた額とする。 

（２） （１）の規定にかかわらず、別表第１

の１の項又は２の項に掲げる取組（他組織

（助成金の交付を受けようとする自治町会

に属する団体（子ども会を除く。）以外のもの

をいう。）と連携して行うものに限る。以下

「連携事業」という。）に係る助成金の額は、

30 万円を上限とする。 

（３） 同一年度において１の自治町会に交付

する助成金の額は、30 万円を上限とする。た

だし、この場合において、連携事業以外の取

組に対して交付する助成金の額は、15 万円を

上限とする。 

（４） （３）の規定にかかわらず、助成金の

交付申請をしたことのある自治町会が、同一

年度において再度の交付申請をする場合で

あって、当該年度内において助成金の額の確

定又は決定を受けた助成金の合計額と当該

再度の交付申請をする額を加算した額に、前

項に定めのある上限額を超える部分がある

ときは、当該部分を控除した額を助成額とす

る。 

デジタル化の取組 

(1) 新規事業 

(2) 既存事業 

（１） 助成金の額は、新規事業については 10

万円、既存事業については５万円を上限と

し、助成対象経費の２分の１の額とし、１,000

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てた額とする。 

（２） 同一年度において１の自治町会に交付

する助成金の額は、15 万円を上限とする。 

（３） （２）の規定にかかわらず、助成金の

交付申請をしたことのある自治町会が、同一

年度において再度の交付申請をする場合で

あって、当該年度内において助成金の額の確

定又は決定を受けた助成金の合計額と当該



再度の交付申請をする額を加算した額に、前

項に定めのある上限額を超える部分がある

ときは、当該部分を控除した額を助成額とす

る。 

 


